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医療法人松徳会 花の丘病院 

診療記録（カルテ）等の開示を請求される方へ手続きのご案内 

 

（１）診療記録等（カルテ）の開示について 

当院では、厚生労働省の「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイ

ダンス」及び「診療情報の提供等に関する指針」に基づき、診療記録（カルテ）等の開示を行って

います。開示請求を希望されます方は、以下の内容を十分ご理解いただいた上でお申し込みをお願

いいたします。 

 

（２）開示請求ができる診療情報 

診療録（カルテ）・看護記録・検査記録・検査結果報告書及びエックス線写真等・患者の診療を目的

として当院の医療従事者が作成した諸記録で、法令に基づく保存期間の５年を経過していないもの

が提供の対象となります。 

ただし、第三者から得た情報（他の医療機関で作成された紹介状等の文書や検査記録等）の提供に

つきましては開示の対象外となります。開示を希望される場合は、紹介元の他の医療機関で開示請

求していただきますようお願いします。 

 

（３）開示請求をすることができる方 

１）原則として『成人した判断能力のある患者様ご本人』となります。ただし、患者様に特別な事

情がある場合には、例外として次に示す者は請求を申し出ることができます。 

① 患者に法定代理人がいる場合には、法定代理人。 

ただし、満１５歳以上の未成年者については、疾病の内容によっては患者本人のみの

請求を認めることができる。 

② 診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人 

③ 患者本人から代理権を与えられた親族及びこれに準ずる者＊ 

④ 患者が成人で判断能力に疑義がある場合は、現実に患者の世話をしている親族及び 

これに準ずる者＊ 

⑤ 患者本人から代理権を得た保険会社又は保険会社が委託した調査会社、弁護士 

＊この場合の「親族」とは、六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族（民法７２５条）を指し、 

「これに準ずる方」とは、内縁の妻など、民法９５８条の３の特別縁故者を指します。 

２）診療情報は患者様ご本人の「個人情報」となりますので、プライバシー保護の観点から、ご家

族やご親族であっても患者様ご本人の同意のない方、その他、ご友人、勤務先の方等は診療情

報提供の対象者となっておりません。 

３）患者様ご本人が死亡された場合の特例 

診療情報等の開示請求は、原則として患者様ご本人が行うものですが、患者様が死亡した場合

など、患者様ご本人が生前に意思表示ができなかった場合で、ご遺族＊の方から診療情報等の

開示請求がなされた場合は、ご遺族との信頼関係の確保の観点から、慎重に審議検討した上で、

特例的に診療情報等の開示の対象者として開示を行うこととなります。 

＊この場合の「ご遺族」とは、患者様の配偶者、子、父母およびこれに準ずる者で、病院長が正当な 

理由があると認めた場合に情報提供することができるものとする。 
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（４）開示ができない場合 

次のいずれかに該当する場合は、診療情報の提供、診療記録等の開示の全部または一部を開示しな

い場合があります。  

①開示申請者の身分が確認できない場合 

②診療記録等の法定保存期間が経過し、廃棄されている場合 

③患者本人が生前または診療中において不開示の意思を表明している場合  

④患者本人以外の対象者から診療録等の開示請求がなされた場合であって、本人が開示を希望しな

い場合又は開示することが当該患者の利益に反すると認められるとき。 

⑤医学的見地から考え、開示が患者様に著しい不利益を与えるとの判断を得た場合 

⑥第三者から得た情報（当病院以外の医療機関で作成された診療情報等）が含まれており、当該第

三者の了解が得られない場合または第三者の利益を害する恐れがある場合 

⑦その他、診療情報提供あるいは開示を不適当とする事由があると病院長が認める場合  

 

（５）開示の方法 

開示の方法は、診療記録等の閲覧によることが原則となりますが、その他、複写（コピー）の交付、

医師の口頭説明があります。 

 

（６）開示請求の申請と提供 

開示請求の申請 開示請求の申請は事務課（１階受付）までお願いします。 

受付時間は平日９時～１７時（土日祝日・年末年始を除く）です。 

ご来院できない場合は、郵送による申請も可能です。 

開示請求書ならびに 

必要書類の提出 

提出書類 

（1）「診療記録等の開示請求書（診情１）」 

（2）「（７）開示請求に必要な書類」に定める必要書類 

※郵送により申請をする場合は、「診療記録等の開示請求書（診情１）」と

必要書類を同封して下記まで郵送して下さい。 

郵送先：〒515-0052 松阪市山室町 707-3 

     花の丘病院事務課 診療記録等の開示請求担当 宛 

開示の可否決定 開示請求書（診情１）受理後、審査を行い、原則１４日以内に開示請求者

に開示の可否について回答を行ないます。やむを得ない理由により期限を

超える場合は改めて連絡させていただきます。 

※来院して申請いただいても、申請日当日に開示（複写の場合も含む） 

することはできませんのでご了承下さい。 

診療記録等の提供 閲覧、複写（コピー）の交付、医師の口頭説明により提供します。 

（1）閲覧、医師の口頭説明の場合 

 開示の日時を連絡します。当日は、開示請求者の再確認を行いますの

で、お手数ですが身分証明書の原本を持参のうえご来院下さい。 

（2）複写（コピー）の交付 

①窓口で受け取る場合 

     受付時間内（平日 9 時～17 時）に開示請求者本人がご来院下さい。

本人確認を行いますので、身分証明書の原本をご持参下さい。 

②郵送で受け取る場合 

開示請求者宛に郵送いたします。別途、郵送料がかかります。 

開示料金の徴収 窓口支払いまたはお振込み。郵送の場合は請求書を同封いたします。 

お振込みの場合にかかる手数料は、開示請求者さまの負担となります。 
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（７）開示請求に必要な書類 

開示請求には「診療記録等の開示請求書（診情１）」の他、次のものが必要となります。 

１）開示請求者の身分証明書 ※顔写真ありの場合は 1 点、なしの場合は 2 点必要です。 

顔写真付き公的証明書の場合 

：右記 1 点 

個人番号(マイナンバー)カードの表面、 

運転免許証、運転経歴証明書、パスポート 等 

顔写真の貼付がない本人確認 

書類の場合：右記 2 点 

住所、氏名、生年月日が記載された 2 種類以上の身分証明書

をご用意ください（健康保険資格確認書、介護保険証等、 

各種年金手帳、各種福祉手帳等） 

上記の他必要な書類 
法律事務所の場合は弁護士資格証明書等、保険会社の場合は

社員証等。 

２）患者さんとの関係を証明する書類  ※発行から３ヶ月以内の原本 

戸籍謄本又は戸籍抄本、住民票（続柄記載）、登記事項証明書、家庭裁判所の証明書、 

その他代理人関係を確認し得る公的書類 等 

３）その他の必要書類 

開示請求者 開示請求に必要な書類 

患者ご本人 ①診療記録等の開示請求書（診情 1） 

②本人の身分証明書の写し 

患者ご本人から代理権を与え

られている患者の親族および

これに準ずる者 

①診療記録等の開示請求書（診情 1） 

②開示請求者の身分証明書の写し 

③委任状（同意書）の原本 

④患者さんとの関係を証明する書類の原本 

判断能力に疑義がある場合で

現実に患者さんの世話をして

いる親族及びこれに準ずる者 

①診療記録等の開示請求書（診情 1） 

②開示請求者の身分証明書の写し 

③患者さんとの関係を証明する書類の原本 

法定代理人 

（親権者、未成年後見人又は 

成年後見人） 

①診療記録等の開示請求書（診情 1） 

②開示請求者の身分証明書の写し 

③委任状（同意書）の原本 

④法定代理人であることを証明する書類の原本 

例：登記事項証明書等 

任意後見人 

（診療契約に関する代理権や

医療情報開示請求に関する

代理権が付与されている） 

①診療記録等の開示請求書（診情 1） 

②開示請求者の身分証明書の写し 

③任意後見人であることを証明する書類の原本 

 例：登記事項証明書等 

患者ご本人から代理権を得た

保険会社又は保険会社が委託

した調査会社、弁護士 

①診療記録等の開示請求書（診情 1） 

②開示請求者の身分証明書の写し 

③委任状（同意書）の原本 

④弁護士の場合は資格証明書等、保険会社の場合は社員証等 

⑤依頼文書 

患者の遺族 （患者の配偶者、

子、父母、これに準ずる者） 

①診療記録等の開示請求書（診情 1） 

②開示請求者の身分証明書の写し 

③患者さんとの関係を証明する書類の原本 

④患者さんの死亡事実が確認できる書類 

例：住民票(除票)、死亡診断書のコピー等 

※当院で死亡診断をした場合は省略可 
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（８）診療記録等の提供に関する費用 

診療記録等の開示に関する費用は、次の１と２を合算した金額です。 

下記の費用はすべて消費税を含めた表記となります。 

１ 開示基本料 ３，３００円 

 

２ 開示基本料に加算するもの 

（１）閲覧料 （医師が閲覧を認めた場合。） 無料 

（２）開示に伴う医師の説明料  

（開示した資料について、医師からの説明を希望される場合） 
 

①３０分以内の説明 ５，５００円 

②３０分を超える場合は３０分ごとに５，５００円を加算。  

（３）複写（コピー）代：１枚につき 
白黒２２円 

カラー５５円 

（４）エックス線写真等  

①ＣＤ/ＤＶＤ １枚につき １，３２０円 

②フィルム出しを希望される場合 １枚につき １，１００円 

（５）その他 実費 

（６）郵送での受け取りをご希望の場合、別途郵送費が必要となります。 実費 

 

（９）その他 

開示は病院内の指定場所で、事務課職員の立会い同席のもとに行います。 

ただし、立会人は、病状や経過のご説明はできません。 

また、閲覧時における、カメラ・携帯電話・スマートフォン・タブレットによる撮影・録音等の 

一切の記録は許可しておりません。 

 

 

開示に関するお問合せ先 

 花の丘病院 事務課 TEL：０５９８－２９－８７００ 

 


